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皆様にご回答いただ

いたアンケートは、

即日集計して結果を

発表致します。

【海外関連事案調査事績】
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第５回税制調査会

2016年10月25日

会議資料より作成



ア
メ
リ
カ

イ
ギ
リ
ス

カ
ナ
ダ

開
示
対
象
税
目

所
得
税
（個
人
､法
人
）、
遺
産
・相
続
税
、
そ
の
他

の
連
邦
税

所
得
税
､法
人
税
、
譲
渡
収
益
税
、
土
地
印
紙
税
、

相
続
税
等

所
得
税
（個
人
､法
人
）

開
示
義
務
者

プ
ロ
モ
ー
タ
ー
及
び
納
税
者

※
一
定
以
上
の
収
入
を
得
る
プ
ロ
モ
ー
タ
ー
に
限
る
プ
ロ
モ
ー
タ
ー
又
は
納
税
者

※
プ
ロ
モ
ー
タ
ー
が
国
外
に
い
る
等
の
場
合
に
、
納

税
者
に
開
示
義
務
が
課
さ
れ
る

プ
ロ
モ
ー
タ
ー
及
び
納
税
者

開
示
対
象
取
決
め

以
下
の
基
準
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
取
決
め

・税
務
当
局
が
指
定
し
た
取
決
め

・守
秘
義
務
を
伴
う
取
決
め

・契
約
上
の
保
護
を
伴
う
取
決
め

・損
失
を
生
み
出
す
取
決
め

・税
務
当
局
が
関
心
を
有
す
る
取
決
め

以
下
の
３
つ
の
一
般
基
準
又
は
４
つ
の
特
別
基
準

に
該
当
す
る
取
決
め

○
一
般
基
準

・守
秘
義
務
を
伴
う
取
決
め

・成
功
報
酬
を
伴
う
取
決
め

・標
準
化
さ
れ
た
取
決
め

○
特
別
基
準

・損
失
を
生
み
出
す
取
決
め

・リ
ー
ス
に
関
連
す
る
取
決
め

・給
与
所
得
に
関
す
る
取
決
め

・居
住
用
不
動
産
税
に
関
す
る
取
決
め

以
下
の
３
つ
の
基
準
の
う
ち
、
２
つ
以
上
に
該
当
す

る
租
税
回
避
取
決
め

・成
功
報
酬
を
伴
う
取
決
め

・守
秘
義
務
を
伴
う
取
決
め

・契
約
上
の
保
護
を
伴
う
取
決
め

※
租
税
回
避
取
決
め
と
は
、
税
務
上
の
利
益
を
発

生
す
る
取
決
め
で
あ
り
、
税
務
上
の
利
益
以
外
に

合
理
的
な
組
成
理
由
の
な
い
取
決
め
を
い
う

開
示
手
続

・プ
ロ
モ
ー
タ
ー
は
､開
示
義
務
者
に
な
っ
た
暦
年

四
半
期
末
の
翌
月
末
ま
で
に
税
務
当
局
に
プ
ロ

モ
ー
タ
ー
登
録
書
を
提
出
す
る

・プ
ロ
モ
ー
タ
ー
は
、
税
務
当
局
が
付
番
す
る
９
桁

の
取
決
め
番
号
を
納
税
者
に
通
知
す
る

・納
税
者
は
、
税
務
申
告
書
に
利
用
し
た
取
決
め

の
取
決
め
番
号
を
記
載
す
る

・プ
ロ
モ
ー
タ
ー
は
、
顧
客
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
税
務

当
局
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
日
か
ら
２
０
営
業
日
以
内

に
提
出
す
る

・プ
ロ
モ
ー
タ
ー
は
､取
決
め
が
納
税
者
に
利
用
可

能
と
な
っ
た
日
か
ら
５
日
以
内
に
、
税
務
当
局
に
開

示
す
る

・プ
ロ
モ
ー
タ
ー
は
、
税
務
当
局
が
付
番
す
る
９
桁

の
取
決
め
番
号
を
納
税
者
に
通
知
す
る

・プ
ロ
モ
ー
タ
ー
は
、
四
半
期
に
一
度
、
取
決
め
を
利

用
し
た
納
税
者
リ
ス
ト
を
税
務
当
局
に
開
示
す
る

・納
税
者
は
、
利
用
し
た
取
決
め
の
取
決
め
番
号
を

開
示
す
る

・開
示
対
象
取
決
め
が
利
用
可
能
と
な
っ
た
日
の

翌
年
６
月
末
ま
で
に
税
務
当
局
に
開
示
す
る

※
開
示
義
務
者
が
２
人
以
上
い
る
場
合
、
１
人
が

完
全
か
つ
正
確
に
開
示
を
行
っ
た
場
合
、
他
の
者

は
開
示
義
務
を
免
れ
る

※
取
決
め
番
号
は
付
番
さ
れ
な
い

開
示
の
効
果

・開
示
に
よ
っ
て
取
決
め
が
適
法
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

・開
示
に
よ
っ
て
取
決
め
が
適
法
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

・開
示
に
よ
っ
て
取
決
め
が
適
法
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

罰
則

・不
開
示
に
対
し
、
各
種
の
罰
金
あ
り

（・
不
開
示
は
取
決
め
の
効
力
に
影
響
し
な
い
）

・不
開
示
に
対
し
、
各
種
の
罰
金
あ
り

（・
不
開
示
は
取
決
め
の
効
力
に
影
響
し
な
い
）

・不
開
示
に
対
し
、
各
種
の
罰
金
/更
正
期
間
延
長

あ
り
・不
開
示
の
間
､取
決
め
の
効
力
は
否
認

N
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務
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開
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参
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回

税
制
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0
1
6
年
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月

2
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日

）会
議
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